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○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
七
十
八
号

中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
労
働
災
害
等
に
係
る
共
済
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
八
十

号
）
及
び
中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
労
働
災
害
等
に
係
る
共
済
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
五

年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
労
働
災
害
等
に
係
る
共

済
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
四
月
二
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
労
働
災
害
等
に
係
る
共
済
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
程

（
共
済
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況
が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
）

第
一
条

中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
労
働
災
害
等
に
係
る
共
済
事
業
に
関
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第

八
十
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
行
政
庁
が
定
め
る
共
済
金
等
の
支
払
能
力
の
充
実
の
状
況

が
適
当
で
あ
る
か
ど
う
か
の
基
準
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
比
率
が
二
百
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

法
第
三
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
額
／
（
（
法
第
三
十
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
額
）×

１
／
２
）
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（
基
金
、
準
備
金
等
の
計
算
）

第
二
条

中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
労
働
災
害
等
に
係
る
共
済
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
令
和
五

年
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
二
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
五
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率

は
、
百
分
の
九
十
九
（
共
済
団
体
が
有
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
（
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
三
十
八
年
大
蔵
省
令
第
五
十
九
号
。
第
三
項
第
三
号
及
び
別
表
第
四
に
お
い
て
「
財
務
諸
表
等
規
則
」
と
い

う
。
）
第
八
条
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
そ
の
他
有
価
証
券
を
い
う
。
）
の
貸
借
対
照
表
計
上
額
の
合
計
額
が
帳
簿
価
額
の

合
計
額
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
百
）
と
す
る
。

２

規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
率
は
、
百
分
の
八
十
五
（
共
済
団
体
が
有
す
る
土
地
の
時

価
が
帳
簿
価
額
を
下
回
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
百
）
と
す
る
。

３

規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

規
則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
契
約
者
割
戻
し
準
備
金
（
翌
期
割
戻
し
所
要
額
を
除
く
。
）

二

将
来
利
益
（
有
割
戻
し
共
済
契
約
に
つ
い
て
減
配
す
る
こ
と
に
よ
り
リ
ス
ク
対
応
財
源
と
し
て
期
待
で
き
る
も
の
を
い

う
。
）
と
し
て
、
契
約
者
割
戻
し
準
備
金
繰
入
額
の
直
近
の
五
事
業
年
度
の
平
均
値
に
相
当
す
る
額
又
は
直
近
の
事
業
年
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度
の
額
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
た
額

三

税
効
果
相
当
額
（
任
意
積
立
金
の
取
崩
し
を
行
う
こ
と
等
に
よ
り
リ
ス
ク
対
応
財
源
と
し
て
期
待
で
き
る
も
の
の
額
を

い
う
。
）
と
し
て
、
次
の
算
式
に
よ
り
得
ら
れ
る
額
（
繰
延
税
金
資
産
（
税
効
果
会
計
の
適
用
に
よ
り
資
産
と
し
て
計
上

さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額
が
零
で
あ
る
共
済
団
体
（
繰
延
税
金
資
産
の
算
定
に
当
た

り
繰
延
税
金
資
産
か
ら
控
除
さ
れ
た
額
が
あ
る
共
済
団
体
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
零
と
す
る
。
）

Ａ
×

（ｔ

／
（
１－

ｔ
）
）

こ
の
算
式
に
お
い
て
、
Ａ
及
び
ｔ
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
数
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

Ａ

貸
借
対
照
表
の
純
資
産
の
部
の
剰
余
金
の
額
か
ら
法
定
準
備
金
、
剰
余
金
の
処
分
と
し
て
支
出
す
る
額
及
び
法
定
準

備
金
に
積
み
立
て
る
額
並
び
に
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
の
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
額
（
当
該
控
除
し
た
額
が
零
未
満

と
な
る
場
合
は
、
零
と
す
る
。
）

ｔ

繰
延
税
金
資
産
及
び
繰
延
税
金
負
債
（
税
効
果
会
計
の
適
用
に
よ
り
負
債
と
し
て
計
上
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
五

条
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
計
算
に
用
い
た
法
定
実
効
税
率
（
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
十
二
第
一
項
第
二
号

に
規
定
す
る
法
定
実
効
税
率
を
い
う
。
）
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四

そ
の
他
基
金
、
準
備
金
に
準
ず
る
性
質
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の

イ

負
債
性
調
達
手
段
で
、
次
に
掲
げ
る
性
質
の
す
べ
て
を
有
す
る
も
の
（
ハ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

無
担
保
で
、
か
つ
、
他
の
債
務
に
劣
後
す
る
払
込
済
の
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(1)

償
還
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(2)

損
失
の
補
て
ん
に
充
当
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(3)

利
払
い
の
義
務
の
延
期
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

(4)
ロ

契
約
時
に
お
い
て
償
還
期
間
が
五
年
を
超
え
る
期
限
付
劣
後
債
務
（
ニ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

ハ

負
債
性
調
達
手
段
で
イ

か
ら

ま
で
に
掲
げ
る
性
質
の
す
べ
て
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
債
務
者
で
あ
る
共
済
団
体

(1)

(4)

の
任
意
に
よ
る
償
還
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
当
該
償
還

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

当
該
償
還
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
当
該
共
済
団
体
が
十
分
な
支
払
余
力
比
率
（
規
則
第
五
十
二
条
に
規
定
す
る
支

(1)
払
余
力
比
率
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
込
ま
れ
る
と
き

当
該
償
還
の
額
以
上
の
額
の
基
金
等
（
法
第
三
十
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

(2)
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同
じ
。
）
の
調
達
を
行
う
と
き

ニ

契
約
時
に
お
い
て
償
還
期
間
が
五
年
を
超
え
る
期
限
付
劣
後
債
務
で
あ
り
債
務
者
で
あ
る
共
済
団
体
の
任
意
に
よ
る

期
限
前
償
還
の
特
約
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
に
限
り
当
該
期
限
前
償
還

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の

当
該
期
限
前
償
還
を
行
っ
た
後
に
お
い
て
当
該
共
済
団
体
が
十
分
な
支
払
余
力
比
率
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
る

(1)
と
見
込
ま
れ
る
と
き

当
該
期
限
前
償
還
の
額
以
上
の
額
の
基
金
等
の
調
達
を
行
う
と
き

(2)

４

前
項
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額
に
つ
い
て
は
、
規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま

で
に
掲
げ
る
も
の
の
合
計
額
（
次
項
に
お
い
て
「
算
入
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
限
度
と
し
て
算
入
で
き
る
も
の
と
す
る
。

５

第
三
項
第
四
号
ロ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
も
の
（
残
存
期
間
が
五
年
以
内
に
な
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
毎
年
、
残
存
期
間
が

五
年
に
な
っ
た
時
点
に
お
け
る
帳
簿
価
額
の
百
分
の
二
十
に
相
当
す
る
額
を
累
積
的
に
減
価
す
る
も
の
と
す
る
。
）
に
つ
い

て
は
、
算
入
限
度
額
の
百
分
の
五
十
に
相
当
す
る
額
を
限
度
と
し
て
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

６

第
三
項
第
四
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
期
間
が
経
過
し
た
後
に
一
定
の
金
利
を
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上
乗
せ
す
る
特
約
を
付
す
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
利
が
過
大
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
債
務
者
で
あ
る
共
済
団
体
が
償
還

又
は
期
限
前
償
還
を
行
う
蓋
然
性
が
高
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
最
初
に
償
還
又
は
期
限
前
償
還
が
可
能
と
な
る
日
を
償

還
期
日
と
み
な
す
。

（
各
リ
ス
ク
の
計
算
）

第
三
条

規
則
第
五
十
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
共
済
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
計
算
し
た
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

一
般
共
済
リ
ス
ク
相
当
額
と
し
て
別
表
第
一
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
の
種
類
ご
と
の
リ
ス
ク
対
象
金
額
に
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ス

ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
得
ら
れ
る
額
に
基
づ
き
、
別
表
第
二
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
額

二

巨
大
災
害
リ
ス
ク
相
当
額
と
し
て
別
表
第
三
に
掲
げ
る
共
済
の
種
類
ご
と
の
地
震
災
害
リ
ス
ク
相
当
額
を
合
計
し
た
額

と
、
同
表
に
掲
げ
る
共
済
の
種
類
ご
と
の
風
水
災
害
リ
ス
ク
相
当
額
を
合
計
し
た
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
大
き
い
額

２

規
則
第
五
十
三
条
第
二
号
イ
に
規
定
す
る
価
格
変
動
等
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
別
表
第
四
の
区
分
に
よ
る
リ
ス
ク
対
象
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
す
る
。
）
に
そ
れ
ぞ

れ
の
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。
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３

規
則
第
五
十
三
条
第
二
号
ロ
に
規
定
す
る
信
用
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

計
算
し
た
額
は
、
別
表
第
五
の
区
分
に
よ
り
リ
ス
ク
対
象
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
す
る
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
の
リ

ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
に
掲
げ
る
ラ
ン
ク
は
別
表
第
六

の
定
義
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４

規
則
第
五
十
三
条
第
二
号
ハ
に
規
定
す
る
子
会
社
等
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
額
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
計
算
し
た
額
は
、
別
表
第
七
の
区
分
に
よ
り
リ
ス
ク
対
象
資
産
の
額
（
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
す
る
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ

の
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
た
額
の
合
計
額
と
す
る
。

５

規
則
第
五
十
三
条
第
二
号
ニ
に
規
定
す
る
同
条
第
二
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
の
リ
ス
ク
に
準
ず
る
も
の
に
対
応
す
る
額
と
し
て

厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
と
す
る
。

一

再
共
済
リ
ス
ク
相
当
額
と
し
て
別
表
第
八
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
対
象
金
額
に
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
た
額

二

再
共
済
回
収
リ
ス
ク
相
当
額
と
し
て
別
表
第
九
に
掲
げ
る
リ
ス
ク
対
象
金
額
に
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ

た
額

６

規
則
第
五
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
経
営
管
理
リ
ス
ク
に
対
応
す
る
額
と
し
て
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
対
応
す
る
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額
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
額
は
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
リ
ス
ク
相

当
額
の
合
計
額
に
、
別
表
第
十
に
掲
げ
る
対
象
団
体
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
リ
ス
ク
係
数
の
欄
に
掲
げ
る
率
を
乗
じ
て
算

定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
リ
ス
ク
の
合
計
額
）

第
四
条

規
則
第
五
十
三
条
に
規
定
す
る
同
条
各
号
に
掲
げ
る
額
を
基
礎
と
し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計

算
し
た
額
は
、
次
の
算
式
に
よ
り
計
算
し
た
額
と
す
る
。

リ
ス
ク
の
合
計
額
＝[(

Ｒ
1)²
+(Ｒ

2)²
]
1
/
2+Ｒ

3+
Ｒ

4

備
考

こ
の
算
式
中
次
に
掲
げ
る
記
号
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

一
般
共
済
リ
ス
ク
相
当
額
（
前
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
）

Ｒ 1

資
産
運
用
リ
ス
ク
相
当
額
（
規
則
第
五
十
三
条
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
）

Ｒ 2

経
営
管
理
リ
ス
ク
相
当
額
（
規
則
第
五
十
三
条
第
三
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
）

Ｒ 3

巨
大
災
害
リ
ス
ク
相
当
額
（
前
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
を
い
う
。
）

Ｒ 4（
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
基
礎
と
し
て
計
算
し
た
金
額
）
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第
五
条

規
則
第
五
十
五
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の
合
計
額
を
基
礎
と

し
て
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
は
、
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
さ
れ
る
べ
き
金
額
の

合
計
額
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
と
す
る
。

一

価
格
変
動
準
備
金
の
額

二

規
則
第
五
十
二
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
異
常
危
険
準
備
金
の
額

三

第
二
条
第
三
項
第
一
号
の
契
約
者
割
戻
し
準
備
金
の
額

四

そ
の
他
有
価
証
券
に
属
す
る
資
産
の
貸
借
対
照
表
計
上
額
と
帳
簿
価
額
の
差
額
に
係
る
繰
延
税
金
負
債
に
相
当
す
る
額

（
銀
行
等
共
済
募
集
制
限
先
に
該
当
し
な
い
も
の
）

第
六
条

規
則
第
七
十
五
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

国

二

地
方
公
共
団
体

三

銀
行
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
号
）
第
四
条
第
十
三
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の

四

国
若
し
く
は
都
道
府
県
の
利
子
補
給
若
し
く
は
財
政
支
援
の
あ
る
農
業
資
金
又
は
貸
付
け
に
関
し
て
地
方
公
共
団
体
若
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し
く
は
こ
れ
に
準
ず
る
機
関
の
関
与
の
あ
る
農
業
資
金
を
借
り
入
れ
て
い
る
法
人
（
他
に
事
業
に
必
要
な
資
金
を
借
り
入

れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

五

信
用
金
庫
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
三
年
政
令
第
百
四
十
二
号
）
第
十
一
条
第
十
二
項
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号

に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

六

協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
七
年
政
令
第
四
十
四
号
）
第
三
条
第
十
二
項
第
四
号

に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

（
特
例
銀
行
等
が
講
ず
べ
き
措
置
）

第
七
条

規
則
第
七
十
五
条
第
一
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
の
い
ず
れ
か
と
す
る
。

一

中
小
事
業
主
が
行
う
事
業
に
従
事
す
る
者
等
の
労
働
災
害
等
に
係
る
共
済
事
業
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
令
和
五
年
政

令
第
百
七
十
七
号
）
第
六
条
に
規
定
す
る
銀
行
、
信
用
金
庫
及
び
信
用
協
同
組
合
（
以
下
「
銀
行
等
」
と
い
う
。
）
の
使

用
人
の
う
ち
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
て
顧
客
と
応
接
す
る
業
務
を
行
う
者
が
、
当
該
業
務
に
お
い
て
応
接

す
る
事
業
者
（
当
該
銀
行
等
が
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
を
行
っ
て
い
る
者
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の

関
係
者
（
当
該
事
業
者
が
常
時
使
用
す
る
従
業
員
及
び
当
該
事
業
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
の
当
該
事
業
者
の
役
員
を
い
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う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
共
済
契
約
者
又
は
被
共
済
者
と
す
る
共
済
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を
行
わ
な
い

こ
と
を
確
保
す
る
た
め
の
措
置

二

銀
行
等
の
使
用
人
の
う
ち
事
業
に
必
要
な
資
金
の
貸
付
け
に
関
し
て
顧
客
と
応
接
す
る
業
務
を
行
う
者
が
、
当
該
業
務

に
お
い
て
応
接
す
る
事
業
者
の
関
係
者
を
共
済
契
約
者
又
は
被
共
済
者
と
す
る
共
済
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
を

行
っ
た
場
合
に
つ
い
て
、
当
該
共
済
契
約
の
締
結
の
代
理
又
は
媒
介
が
規
則
第
七
十
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
共

済
募
集
に
係
る
法
令
等
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
個
別
に
確
認
す
る
業
務
を
行
う
者
（
事
業
に
必
要
な
資
金
の

貸
付
け
又
は
共
済
募
集
に
関
し
て
顧
客
と
応
接
す
る
業
務
を
行
わ
な
い
者
に
限
る
。
）
を
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
及
び

主
要
な
営
業
所
又
は
事
務
所
に
配
置
す
る
措
置

（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
銀
行
等
）

第
八
条

規
則
第
七
十
五
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
銀
行
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

社
団
法
人
全
国
地
方
銀
行
協
会
（
昭
和
二
十
五
年
三
月
十
一
日
に
社
団
法
人
地
方
銀
行
協
会
と
い
う
名
称
で
設
立
さ
れ

た
法
人
を
い
う
。
）
又
は
社
団
法
人
第
二
地
方
銀
行
協
会
（
昭
和
二
十
年
十
月
一
日
に
社
団
法
人
全
国
無
尽
協
会
と
い
う

名
称
で
設
立
さ
れ
た
法
人
を
い
う
。
）
の
会
員
で
あ
る
銀
行
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二

信
用
金
庫

三

信
用
協
同
組
合

四

株
式
会
社
埼
玉
り
そ
な
銀
行

五

株
式
会
社
新
銀
行
東
京

（
特
例
銀
行
等
が
募
集
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
共
済
契
約
及
び
金
額
）

第
九
条

規
則
第
七
十
五
条
第
二
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
共
済
契
約
は
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
と
お
り
と

し
、
同
号
の
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
金
額
は
、
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
共
済
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
金
額
と
す
る
。

項

共
済
契
約

金
額

一

医
師
に
よ
り
人
が
疾
病
に
か
か
っ
た
と
診
断
さ
れ
た
こ

当
該
共
済
事
故
の
う
ち
一
の
共
済
事
故
の
発
生
に
つ
き
百

と
（
以
下
「
疾
病
診
断
」
と
い
う
。
）
又
は
人
が
共
済

万
円
（
診
断
等
給
付
金
で
あ
っ
て
そ
の
支
払
に
よ
り
死
亡

規
程
所
定
の
介
護
を
要
す
る
状
態
に
な
っ
た
こ
と
（
以

給
付
金
の
全
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
も
の

下
こ
の
項
及
び
四
の
項
に
お
い
て
「
要
介
護
」
と
い

が
あ
る
と
き
は
、
百
万
円
に
当
該
死
亡
給
付
金
の
額
を
加
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う
。
）
を
共
済
事
故
と
掲
げ
る
共
済
契
約
（
次
の
項
か

算
し
た
額
）

ら
四
の
項
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
そ
の
他
疾
病
診
断
又
は

要
介
護
以
外
の
事
実
を
同
時
に
共
済
事
故
と
す
る
も
の

及
び
当
該
共
済
契
約
に
係
る
共
済
金
そ
の
他
の
給
付
金

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
診
断
等
給
付
金
」
と
い

う
。
）
の
支
払
に
よ
り
、
当
該
人
の
死
亡
を
共
済
事
故

と
す
る
共
済
契
約
に
係
る
共
済
金
そ
の
他
の
給
付
金

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
死
亡
給
付
金
」
と
い

う
。
）
の
額
の
全
額
が
減
額
さ
れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
も
の
（
死
亡
給
付
金
の
額
が
診
断
等
給
付
金
の
額
を

下
回
ら
な
い
も
の
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）

二

人
が
入
院
し
た
こ
と
を
共
済
事
故
と
す
る
共
済
契
約

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
共
済
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
共

済
事
故
に
係
る
入
院
一
日
に
つ
き
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
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る
金
額
（
一
日
を
超
え
る
一
定
期
間
の
入
院
を
共
済
事
故

と
し
て
支
払
わ
れ
る
共
済
金
そ
の
他
の
給
付
金
に
あ
っ
て

は
、
一
日
あ
た
り
の
額
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）
。

た
だ
し
、
共
済
契
約
者
を
同
一
と
す
る
共
済
契
約
が
イ
及

び
ロ
に
掲
げ
る
共
済
契
約
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
と
き

は
、
当
該
イ
に
掲
げ
る
共
済
契
約
に
つ
い
て
支
払
う
こ
と

を
約
し
た
金
額
と
当
該
ロ
に
掲
げ
る
共
済
契
約
に
つ
い
て

支
払
う
こ
と
を
約
し
た
金
額
と
の
合
計
額
は
、
一
万
円
を

超
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

イ

共
済
事
故
に
係
る
入
院
が
特
定
の
疾
病
の
治
療
の

た
め
の
入
院
に
限
ら
れ
る
共
済
契
約

一
万
円

ロ

イ
以
外
の
共
済
契
約

五
千
円

三

人
が
手
術
そ
の
他
の
治
療
（
健
康
保
険
法
（
大
正
十
一

次
の
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
共
済
契
約
の
区
分
に
応
じ
、
一
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年
法
律
第
七
十
号
）
第
六
十
三
条
第
二
項
第
三
号
に
規

の
共
済
事
故
の
発
生
に
つ
き
当
該
イ
又
は
ロ
に
定
め
る
金

定
す
る
評
価
療
養
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
受

額
。
た
だ
し
、
共
済
契
約
者
を
同
一
と
す
る
共
済
契
約
が

け
た
こ
と
を
共
済
事
故
と
す
る
共
済
契
約

当
該
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
共
済
契
約
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
と
き
は
、
当
該
イ
に
掲
げ
る
共
済
契
約
に
つ
い
て
支

払
う
こ
と
を
約
し
た
金
額
と
当
該
ロ
に
掲
げ
る
共
済
契
約

に
つ
い
て
支
払
う
こ
と
を
約
し
た
金
額
と
の
合
計
額
は
、

四
十
万
円
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

イ

共
済
事
故
に
係
る
手
術
そ
の
他
の
治
療
の
目
的
が

特
定
の
疾
病
の
治
療
に
限
ら
れ
る
共
済
契
約

四
十

万
円

ロ

イ
以
外
の
共
済
契
約

二
十
万
円

四

疾
病
診
断
又
は
要
介
護
を
共
済
事
故
と
し
、
か
つ
、
当

当
該
共
済
契
約
に
係
る
共
済
金
そ
の
他
の
給
付
金
の
支
払

該
共
済
事
故
が
発
生
し
た
後
の
共
済
規
程
所
定
の
時
期

の
期
間
一
月
に
つ
き
合
計
五
万
円
（
一
月
を
超
え
る
期
間
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に
お
け
る
被
共
済
者
の
生
存
を
共
済
事
故
と
す
る
共
済

ご
と
に
支
払
わ
れ
る
共
済
金
そ
の
他
の
給
付
金
に
あ
っ
て

契
約

は
、
一
月
あ
た
り
の
額
に
換
算
す
る
も
の
と
す
る
。
）

備
考

・

こ
の
表
に
お
い
て
「
特
定
の
疾
病
」
と
は
、
悪
性
新
生
物
、
心
臓
疾
患
及
び
脳
血
管
疾
患
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
の
疾

病
を
含
む
十
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
数
の
疾
病
で
あ
っ
て
、
共
済
団
体
が
共
済
規
程
に
定
め
て
い
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

別
表
第
一

リ
ス
ク
の
種
類

リ
ス
ク
対
象
金
額

リ
ス
ク
係
数

普
通
死
亡
リ
ス
ク

危
険
共
済
金
額

〇
・
〇
六
％

災
害
死
亡
リ
ス
ク

災
害
死
亡
共
済
金
額

〇
・
〇
〇
六
％

災
害
入
院
リ
ス
ク

災
害
入
院
日
額
総
額×

予
定
平
均
給
付
日

〇
・
三
％

数
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疾
病
入
院
リ
ス
ク

疾
病
入
院
日
額
総
額×

予
定
平
均
給
付
日

〇
・
七
五
％

数

そ
の
他
の
第
一
・
三
分
野
リ
ス
ク

異
常
危
険
準
備
金
積
立
限
度
額

百
％

そ
の
他
の
第
二
分
野
リ
ス
ク

共
済
掛
金
基
準

共
済
金
基
準

共
済
掛
金
基
準

共
済
金
基
準

正
味
既
経
過
共
済

正
味
発
生
共
済
金

十
七
％

三
十
四
％

掛
金

備
考

・

リ
ス
ク
対
象
金
額
は
、
出
再
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

・

正
味
発
生
共
済
金
は
巨
大
災
害
に
係
る
額
を
除
く
こ
と
と
し
、
直
近
の
三
事
業
年
度
の
平
均
値
を
使
用
す
る
こ
と
と
す

る
。

・

そ
の
他
の
第
二
分
野
リ
ス
ク
に
つ
い
て
は
、
共
済
掛
金
基
準
の
リ
ス
ク
相
当
額
と
共
済
金
基
準
の
リ
ス
ク
相
当
額
の
い

ず
れ
か
大
き
い
額
と
す
る
。

別
表
第
二
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｛(Ａ

＋Ｂ

＋Ｃ
＋
Ｄ
＋
Ｅ
)
2

＋Ｆ
2}

1
/
2

Ａ

普
通
死
亡
リ
ス
ク
相
当
額

Ｂ

災
害
死
亡
リ
ス
ク
相
当
額

Ｃ

災
害
入
院
リ
ス
ク
相
当
額

Ｄ

疾
病
入
院
リ
ス
ク
相
当
額

Ｅ

そ
の
他
の
第
一
・
第
三
分
野
リ
ス
ク
（
規
則
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
第
一
分
野
共
済
及
び
第
三
分
野
共
済
で
、
Ａ

か
ら
Ｄ
ま
で
及
び
Ｆ
の
リ
ス
ク
を
除
く
。
）
相
当
額

Ｆ

そ
の
他
の
第
二
分
野
リ
ス
ク
（
規
則
第
四
十
一
条
に
規
定
す
る
第
二
分
野
共
済
で
、
Ａ
か
ら
Ｅ
ま
で
の
リ
ス
ク
を
除

く
。
）
相
当
額

別
表
第
三

共
済
の
種
類

地
震
災
害
リ
ス
ク
相
当
額

風
水
災
害
リ
ス
ク
相
当
額

推
定
正
味
支
払
共
済

推
定
正
味
支
払
共
済
金

金
の
算
出
方
法

の
算
出
方
法
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そ
の
他
の
第
二
分
野
共

関
東
大
震
災
が
再
来

地
震
災
害
リ
ス
ク
を

昭
和
三
十
四
年
の
台
風

風
水
災
害
リ
ス
ク
を
担

済

し
た
と
き
の
推
定
正

担
保
す
る
共
済
契
約

第
十
五
号
（
伊
勢
湾
台

保
す
る
共
済
契
約
が
付

味
支
払
共
済
金

が
付
さ
れ
た
人
身
の

風
）
に
相
当
す
る
規
模

さ
れ
た
人
身
の
う
ち
被

う
ち
被
害
が
想
定
さ

の
台
風
が
再
来
し
た
と

害
が
想
定
さ
れ
る
地
域

れ
る
地
域
に
存
在
す

き
の
推
定
正
味
支
払
共

に
存
在
す
る
も
の
の
正

る
も
の
の
正
味
共
済

済
金

味
共
済
金
額
、
被
災
率

金
額
、
被
災
率
等
に

等
に
基
づ
い
て
算
出
す

基

づ

い

て

算

出

す

る
。

る
。

別
表
第
四

リ
ス
ク
対
象
資
産

リ
ス
ク
係
数

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
資
産

一
％

不
動
産

五
％
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備
考

・

規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
資
産
の
う
ち
、
財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の
は

除
く
。

別
表
第
五

リ
ス
ク
対
象
資
産

リ
ス
ク
係
数

債
券

ラ
ン
ク
１

〇
％

預
貯
金

ラ
ン
ク
２

一
％

ラ
ン
ク
３

四
％

ラ
ン
ク
４

三
十
％

備
考

・

債
券
及
び
預
貯
金
に
は
、
未
収
収
益
（
未
収
利
息
）
を
含
む
。

別
表
第
六
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発
行
体
等

ラ
ン
ク
１

一

最
上
級
格
付
を
有
す
る
国
の
中
央
政
府
、
中
央
銀
行
及
び
国
際
機
関

二

Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
諸
国
の
中
央
政
府
及
び
中
央
銀
行

三

我
が
国
の
政
府
関
係
機
関
・
地
方
公
共
団
体
及
び
公
企
業

四

一
か
ら
三
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
保
証
す
る
も
の

ラ
ン
ク
２

一

ラ
ン
ク
１
の
一
に
該
当
し
な
い
国
の
中
央
政
府
、
中
央
銀
行
及
び
国
際
機
関

二

外
国
の
政
府
関
係
機
関
、
地
方
公
共
団
体
及
び
公
企
業

三

我
が
国
及
び
外
国
の
金
融
機
関

四

Ｂ
Ｂ
Ｂ
格
相
当
以
上
の
格
付
を
有
す
る
者

五

一
か
ら
四
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
保
証
す
る
も
の

ラ
ン
ク
３

ラ
ン
ク
１
又
は
ラ
ン
ク
２
に
該
当
せ
ず
、
ラ
ン
ク
４
に
掲
げ
る
事
由
が
発
生
し
て
い
な
い
先
が

発
行
体
等
の
も
の

ラ
ン
ク
４

一

破
産
更
生
債
権
及
び
こ
れ
ら
に
準
ず
る
債
権
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二

危
険
債
権

三

三
月
以
上
延
滞
債
権

四

貸
付
条
件
緩
和
債
権

別
表
第
七

法
人
の
分
類

リ
ス
ク
対
象
資
産
の
区
分

リ
ス
ク
係
数

子
会
社

国
内
会
社

株
式

十
％

貸
付
金

一
・
〇
％

海
外
法
人

株
式

十
五
％

貸
付
金

六
％

国
内
会
社
及
び
海
外
法
人
に
か
か
わ
ら
ず
別
表
第
六
の
ラ

株
式

百
％

ン
ク
４
に
該
当
す
る
子
会
社

貸
付
金

三
十
％

備
考

・

子
会
社
と
は
、
法
第
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
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・

貸
付
金
に
は
、
支
払
承
諾
見
返
を
含
む
。

・

海
外
法
人
に
対
す
る
円
貨
建
の
貸
付
金
は
国
内
会
社
に
対
す
る
貸
付
金
と
し
て
、
国
内
会
社
に
対
す
る
外
貨
建
の
貸
付

金
は
海
外
法
人
に
対
す
る
貸
付
金
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

別
表
第
八

リ
ス
ク
対
象
金
額

リ
ス
ク
係
数

規
則
第
四
十
二
条
に
基
づ
き
積
み
立
て
な
い
こ
と
と
し
た
責
任
準
備
金
及
び
規
則
第
四
十
四
条

一
％

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
規
則
第
四
十
二
条
に
基
づ
き
積
み
立
て
な
い
こ
と
と
し
た
支
払
備

金備
考

・

共
済
の
種
類
ご
と
に
出
再
割
合
が
五
十
％
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
超
過
部
分
に
相
当
す
る
リ
ス
ク
対
象
金

額
に
つ
い
て
リ
ス
ク
係
数
を
二
％
と
す
る
。

別
表
第
九

リ
ス
ク
対
象
金
額

リ
ス
ク
係
数
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再
共
済
貸
（
外
国
再
共
済
貸
を
含
む
。
）

一
％

別
表
第
十

対
象
共
済
団
体
の
区
分

リ
ス
ク
係
数

繰
越
剰
余
金
が
零
を
下
回
る
共
済
団
体

三
％

上
記
以
外
の
共
済
団
体

二
％


